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議案第８２号 

 

   令和３年度尼崎市一般会計補正予算（第１１号） 

 

令和３年度尼崎市の一般会計補正予算（第１１号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５４４，１８４千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２２，７０８，３

７９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。 

（市債の補正） 

第３条 市債の変更は、「第３表市債補正」による。 

 

令和３年１２月７日提出 

 

尼崎市長 稲  村  和  美 

 

議82



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　　　入

20 地 方 交 付 税 9,497,130 584,525 10,081,655

05 地 方 交 付 税 9,497,130 584,525 10,081,655

40 国 庫 支 出 金 60,730,918 18,524 60,749,442

10 国 庫 補 助 金 13,618,761 17,524 13,636,285

15 国 庫 委 託 金 183,816 1,000 184,816

45 県 支 出 金 14,388,460 △ 6,879 14,381,581

20 県 委 託 金 446,905 △ 6,879 440,026

70 諸 収 入 7,625,702 6,714 7,632,416

30 雑 入 5,639,632 6,714 5,646,346

75 市 債 26,123,000 △ 58,700 26,064,300

05 市 債 26,123,000 △ 58,700 26,064,300

222,164,195 544,184 222,708,379

款 項

歳  入  合　計

　

補正前の額

　

補正額

（単位　千円）

計
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　歳　　　出

05 議 会 費 821,833 △ 13,451 808,382

05 議 会 費 821,833 △ 13,451 808,382

10 総 務 費 16,710,110 5,500 16,715,610

05 総 務 管 理 費 13,219,239 △ 24,817 13,194,422

10 徴 税 費 1,471,048 △ 1,972 1,469,076

15
戸 籍 住 民
基 本 台 帳 費

1,331,589 43,490 1,375,079

20 選 挙 費 530,402 △ 18,010 512,392

25 統 計 調 査 費 47,363 △ 1,169 46,194

30 監 査 委 員 費 110,469 7,978 118,447

15 民 生 費 110,374,607 △ 142,594 110,232,013

05 社 会 福 祉 費 40,770,420 99,627 40,870,047

10 児 童 福 祉 費 34,306,856 △ 67,300 34,239,556

15 生 活 保 護 費 33,572,014 △ 81,894 33,490,120

25 青 少 年 費 1,725,317 △ 93,027 1,632,290

20 衛 生 費 19,259,192 387,615 19,646,807

05 保 健 衛 生 費 11,761,443 2,461 11,763,904

10 保 健 所 費 1,066,823 362,452 1,429,275

15 衛生研究所費 203,026 31,344 234,370

20 環 境 保 全 費 317,598 6,551 324,149

25 清 掃 費 5,910,302 △ 15,193 5,895,109

25 労 働 費 352,730 △ 15,893 336,837

10 労 働 諸 費 352,730 △ 15,893 336,837

30 農林水産業費 134,842 7,564 142,406

05 農 業 費 134,842 7,564 142,406

計款 項 補正前の額 補正額
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35 商 工 費 2,904,763 50,481 2,955,244

05 商 工 費 2,904,763 50,481 2,955,244

40 土 木 費 16,449,945 101,028 16,550,973

05 土 木 管 理 費 5,356,568 19,795 5,376,363

10 道路橋りょう費 2,302,964 24,059 2,327,023

20 河 川 水 路 費 761,687 5,688 767,375

25 港 湾 費 10,408 △ 1,205 9,203

30 都 市 計 画 費 4,120,197 12,954 4,133,151

40 住 宅 費 3,898,121 39,737 3,937,858

45 消 防 費 4,947,502 33,207 4,980,709

05 消 防 費 4,947,502 33,207 4,980,709

50 教 育 費 19,535,113 130,727 19,665,840

05 教 育 総 務 費 5,817,213 △ 23,303 5,793,910

10 小 学 校 費 1,546,452 13,465 1,559,917

15 中 学 校 費 1,041,985 △ 21,342 1,020,643

20 高 等 学 校 費 2,132,013 68,471 2,200,484

25 幼 稚 園 費 538,579 △ 12,933 525,646

30 特別支援学校費 232,162 △ 3,151 229,011

35 社 会 教 育 費 878,386 19,652 898,038

40 保 健 体 育 費 7,348,323 89,868 7,438,191

222,164,195 544,184 222,708,379

補正額 計

歳  出  合　計

款 項 補正前の額
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第２表　　債務負担行為補正
（単位　千円）

　追　　　加

第３表　　市債補正
（単位　千円）

　変　　　更

令和46年度

2,491,200 限 度 額 2,511,200

補　　正　　後起　債　の　目　的 補　　正　　前

限　度　額

小 田 南 公 園 関 係 事 業

尼崎市社会福祉協議会補助金

事　　項

学 校 施 設 整 備 事 業 費 限 度 額

110,671

小田南公園の維持管理経費相当額
1,240,000千円の外、阪神電気鉄道
株式会社から寄附を受ける物件が
都市公園としての供用を開始した
日から40年を経過する日までの、
小田南公園未供用（尼崎市杭瀬南
新町3丁目56番2外9筆）の土地使用
料相当額並びに阪神電気鉄道株式
会社及び株式会社阪神タイガース
が小田南公園に関して負担する固
定資産税、都市計画税及び事業所
税相当額の総額

期　　間

令和4年度
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一 般 会 計

予 算 説 明 書

（補正１１号）
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議82-8



議82-9



議82-10



議82-11



議82-12



議82-13



議82-14



議82-15



議82-16



議82-17



議82-18



議82-19



議82-20



議82-21



議82-22



議82-23



議82-24



議82-25



議82-26



議82-27



議82-28



議82-29



議82-30



議82-31



議82-32



議82-33



議82-34



議82-35



議82-36



議82-37



議82-38



議82-39



議82-40



議82-41



議82-42



議82-43



議82-44



議82-45



議82-46



議82-47



議82-48



議82-49



議82-50



議82-51



議82-52



議82-53



議82-54



議82-55



２ 給与費明細書

（単位　千円）
　(1)

446,649 102,494 549,143

118,221 4,627 122,848

621,531 117,002 738,533

58,240 9,866 68,106

453,782 104,994 558,776

124,163 4,593 128,756

636,185 119,453 755,638

△ 1,579 15 △ 1,564

△ 7,133 △ 2,500 △ 9,633

△ 5,942 34 △ 5,908

△ 14,654 △ 2,451 △ 17,105

その他

の手当
計

共 済 費
報　　酬

-            

△ 5,207

-          

-          

-          △ 1,368

42,508 56,661
月分

3.3500

325,368

7,896

147,132

3,197

△ 1,926

備　　　考

2.5125

3.3500

支 給 額 年間支給率

2.5125

3,197

128,414

15,521

140,557

3.3500

期　末　手　当
地域手当

合　　計

14,153

323,442 123,207 3.3500

66,5429,881

補

正

前

計

そ の 他

そ の 他

議  　員

職 員 数区　　分

1,093

補

正

後

長  　等

そ の 他

議  　員

長  　等

長  　等

議  　員

計

人

4

42

4

1,193

1,047

1,147

△ 5,942 -            

特 別 職

-         

-         

計

42

給　　料

△ 211

107,128 7,896

430,570 50,404

42,719

113,070

438,438 50,615

△ 100

△ 100 △ 211

比

較
△ 7,868 △ 6,575
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　(2) 一般職

（注）　（　）内には、短時間勤務職員または会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしている。

備　　　　　　考

（人） 報　　酬 給　　料 職 員 手 当 計

総 括

区  　　分

職　員　数 給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

共　済　費 合　　計

4,565,914 29,411,770

補　正　前 3,410,344 10,708,974 10,356,829 24,476,147

補　正　後 3,460,059 10,776,729 10,609,068 24,845,856

4,458,169 28,934,316

(2,700)

2,922

(3,074)

2,809

比　  　較 49,715 67,755 252,239 369,709 107,745 477,454
(△374)

113

教 員 特 別

手 当

初任給調整

手 当
退 職 手 当

時 間 外

勤 務 手 当
休 日 給

管 理 職 員
特 別 勤 務
手 当

宿 日 直

手 当

夜 間 勤 務

手 当

管 理 職

手 当

職

員

手

当

の

内

訳

補 正 後 289,441 1,135,683 268,546

期 末 勤 勉

手 当

定 時 制
通 信
教 育 手 当

産 業 教 育

手 当
区  　分 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当

特 殊 勤 務

手 当

16,022 1,611,236

補 正 前 263,326 1,120,798 265,949 257,365 192,968 843,479 225,515

50,651 241,030 5,245,943 1,864 6,698 10,480251,518 203,871 1,076,377 194,179 5,354 175

6,925 10,189 18,487 1,600,043

比　　較 26,115 14,885 2,597 △ 5,847 10,903

441 50,534 230,653 5,268,133 2,024

備　  　考

△ 22,190 △ 160 △ 227 291 △ 2,465 11,193232,898 △ 31,336 5,354 △ 266 117 10,377
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　ア 会計年度任用職員以外の職員

（注）　（　）内には、短時間勤務職員について外書きしている。

10,903 232,898 5,354△ 5,847 △ 31,336

50,651補 正 後 289,441 1,135,683 268,546

225,515263,326

194,179 5,354

843,479

1,076,377

257,365

203,871

265,949 192,968補 正 前

11,193△ 266 117 10,377 34,031 △ 227 △ 2,465291△ 160

1,600,043

教 員 特 別

手 当

10,480

10,189

1,611,236

退 職 手 当
管 理 職 員
特 別 勤 務
手 当

24,301,281

98,420

3,887,071

474,635

宿 日 直

手 当

初任給調整

手 当

16,0224,650,571175

定 時 制
通 信
教 育 手 当

1,864

産 業 教 育

手 当

230,653 18,4876,925

休 日 給

補　正　前

補　正　後

区  　　分

24,775,916

共　済　費 合　　計 備　　　　　　考

3,985,491

職　員　数 給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

（人）

(63)

職 員 手 当 計

10,013,696

9,705,236

308,460

20,790,425

20,414,210

376,215

特 殊 勤 務

手 当

時 間 外

勤 務 手 当

6,698

441 50,534 2,0244,616,540

241,030

夜 間 勤 務

手 当

管 理 職

手 当

期 末 勤 勉

手 当
通 勤 手 当

(95)

(△32)

2,922

2,809

113

備　  　考

給　　料

10,776,729

10,708,974

67,755

1,120,798

251,518

比　　較 26,115 14,885 2,597

区  　分

比　  　較

扶 養 手 当 地 域 手 当

職

員

手

当

の

住 居 手 当

内

訳
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　イ 会計年度任用職員

（注）　（　）内には、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしている。

備　  　考

△ 56,221比　　較

651,593

595,372

教 員 特 別

手 当

初任給調整

手 当
退 職 手 当

職

員

手

当

の

内

訳

補 正 後

宿 日 直

手 当

夜 間 勤 務

手 当

管 理 職

手 当

期 末 勤 勉

手 当

定 時 制
通 信
教 育 手 当

産 業 教 育

手 当

補 正 前

区  　分 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当
特 殊 勤 務

手 当

時 間 外

勤 務 手 当
休 日 給

管 理 職 員
特 別 勤 務
手 当

比　  　較 (△342) 49,715 △ 56,221 △ 6,506 9,325 2,819

補　正　前 (2,979) 3,410,344 651,593 4,061,937 571,098 4,633,035

共　済　費 合　　計 備　　　　　　考

（人） 報　　酬 給　　料 職 員 手 当 計

補　正　後 (2,637) 3,460,059 595,372 4,055,431

区  　　分

職　員　数 給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

580,423 4,635,854
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３　債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの支出額及び令和3年度以降の支出予定額等に関する調書
　　

（単位　千円）

　追　加

左　　の　　財　　源　　内　　訳令和2年度末までの 令 和 3 年 度 以 降 の
事　　項 限　度　額 支 出 額 支 出 予 定 額 特　　定　　財　　源

一般財源
期　　間 金　　額 期　　間 金　　額 国県支出金 市　債

105,200 5,471

限度額に同じ

摘　要
その他

尼 崎 市 社 会 福 祉 協 議 会 補 助 金 110,671 令和4年度まで 110,671

限度額に
同じ

小 田 南 公 園 関 係 事 業

小田南公園の維
持管理経費相当
額1,240,000千
円の外、阪神電
気鉄道株式会社
から寄附を受け
る物件が都市公
園としての供用
を開始した日か
ら40年を経過す
る日までの、小
田南公園未供用
地（尼崎市杭瀬
南新町3丁目56
番2外9筆）の土
地使用料相当額
並びに阪神電気
鉄道株式会社及
び株式会社阪神
タイガースが小
田南公園に関し
て負担する固定
資産税、都市計
画税及び事業所
税相当額の総額

令和46年度まで
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４

   (単位　千円)

令 和 ３ 年 度 中 令 和 ３ 年 度 中

起 債 見 込 額 元 金 償 還 見 込 額
 普　  通  　債 134,064,451 128,818,612 15,123,100 19,928,977 124,012,735

土 木 39,677,648 36,293,589 4,570,000 6,711,725 34,151,864
教 育 46,578,597 40,778,458 5,498,900 6,950,602 39,326,756
市 営 住 宅 15,417,670 17,205,764 641,300 2,133,729 15,713,335
住 宅 資 金 貸 付 3,290 - - - -
総 務 5,976,057 7,823,628 1,880,800 561,189 9,143,239
民 生 6,279,295 7,232,174 1,924,700 1,318,209 7,838,665
衛 生 15,099,437 14,277,362 385,900 1,403,262 13,260,000
商 工 69,351 54,830 - 19,048 35,782
消 防 1,558,426 2,188,242 221,500 394,818 2,014,924
企業会計等出資金 3,404,680 2,964,565 - 436,395 2,528,170

 災 害 復 旧 債 334,502 339,254 - 1,652 337,602
土 木 218,302 216,654 - 1,652 215,002
その他公共施設等 116,200 122,600 - - 122,600

 そ    の    他 96,232,765 95,253,198 12,000,000 9,368,879 97,884,319
減 税 補 て ん 債 1,271,343 927,259 - 289,458 637,801
臨 時 財 政 対 策 債 90,140,975 90,112,161 12,000,000 7,082,810 95,029,351
退 職 手 当 債 2,187,927 1,550,785 - 1,422,273 128,512
減 収 補 て ん 債 2,632,520 2,662,993 - 574,338 2,088,655

 合            計 230,631,718 224,411,064 27,123,100 29,299,508 222,234,656

市債の令和元年度末及び令和２年度末における現在高並びに令和３年度末における現在高の見込みに関する調書

区　　　　　分 令和元年度末現在高
令 和 ２ 年 度 末
現 在 高

令 和 ３ 年 度 中 増 減 見 込 み
令 和 ３ 年 度 末
現 在 高 見 込 額
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議案第８３号 

 

   令和３年度尼崎市特別会計国民健康保険事業費補正予算 

（第１号） 

 

令和３年度尼崎市の特別会計国民健康保険事業費補正予算（第１号）

は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２７，５６９千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４７，４６２，４２７

千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。 

 

令和３年１２月７日提出 

 

尼崎市長 稲  村  和  美 

 

議83



第１表  　歳入歳出予算補正

　歳　　　入

45 県 支 出 金 33,642,356 2,890 33,645,246

10 県 補 助 金 33,642,356 2,890 33,645,246

60 繰 入 金 5,364,560 24,679 5,389,239

05 他 会 計 繰 入 金 4,737,416 24,679 4,762,095

47,434,858 27,569 47,462,427

　歳　　　出

05 総 務 費 939,486 24,679 964,165

05 総 務 管 理 費 930,324 24,679 955,003

10 保 険 給 付 費 32,961,924 2,890 32,964,814

15 給 付 諸 費 207,422 2,890 210,312

47,434,858 27,569 47,462,427

　

補正額

（単位　千円）

計款 項

歳  入  合　計

　

補正前の額

歳  出  合　計

款 項 補正前の額 補正額 計

議83-2



第２表　　債務負担行為補正
（単位　千円）

　追　　　加

事　　項 期　　間

国 民 健 康 保 険 シ ス テ ム 関 係 事 業 令和4年度 25,000

限　度　額

議83-3





（ 補 正 １ 号 ）

特 別 会 計

国 民 健 康 保 険 事 業 費 予 算 説 明 書

議83-5



議83-6



議83-7



議83-8



議83-9



議83-10



２ 給与費明細書

（単位　千円）

　(1) 一般職

（注）　（　）内には、短時間勤務職員または会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしている。

備　　　　　　考

（人） 報　　酬 給　　料 職 員 手 当 計

総 括

区  　　分

職　員　数 給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

共　済　費 合　　計

93,502 572,841

補　正　前 96,276 204,979 158,118 459,373

補　正　後 103,972 211,255 164,112 479,339

89,734 549,107

( 50 )

63

( 51 )

61

比　  　較 7,696 6,276 5,994 19,966 3,768 23,734
( △1 )

2             

教 員 特 別

手 当

初任給調整

手 当
退 職 手 当

時 間 外

勤 務 手 当
休 日 給

管 理 職 員
特 別 勤 務
手 当

宿 日 直

手 当

夜 間 勤 務

手 当

管 理 職

手 当

職

員

手

当

の

内

訳

補 正 後 1,916 21,574 8,603

期 末 勤 勉

手 当

定 時 制
通 信
教 育 手 当

産 業 教 育

手 当
区  　分 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当

特 殊 勤 務

手 当

補 正 前 1,532 20,734 9,582 4,208 18,154

2,575 108,5864,432 16,426

比　　較 384 840 △ 979 224

2,574 101,334

備　  　考

7,252△ 1,728 1

議83-11



　ア 会計年度任用職員以外の職員

（注）　（　）内には、短時間勤務職員について外書きしている。

補 正 後 1,916 21,574 8,603

特 殊 勤 務

手 当

1,532 18,154

16,426

比　　較 1 8,173384 840 △ 979 △ 1,728224

2,574補 正 前

4,600

70,185

17,791

宿 日 直

手 当

初任給調整

手 当

89,652

定 時 制
通 信
教 育 手 当

産 業 教 育

手 当

期 末 勤 勉

手 当

13,191

教 員 特 別

手 当
退 職 手 当

81,479

2,575

356,433

343,242

時 間 外

勤 務 手 当

431,218

413,427

( △2 )

2             

共　済　費 合　　計 備　　　　　　考

74,785

職　員　数 給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

（人）

( 1 )

63

職 員 手 当 計

145,178

管 理 職 員
特 別 勤 務
手 当

休 日 給
夜 間 勤 務

手 当

管 理 職

手 当

備　  　考

給　　料

211,255

204,979

6,276

20,734

4,432

区  　分

4,208

比　  　較

扶 養 手 当 地 域 手 当

職

員

手

当

の

住 居 手 当 通 勤 手 当

9,582

内

訳

補　正　前

補　正　後

区  　　分

( 3 )

61
138,263

6,915

議83-12



　イ 会計年度任用職員

（注）　（　）内には、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしている。

備　  　考

△ 921比　　較

19,855

18,934

教 員 特 別

手 当

初任給調整

手 当
退 職 手 当

職

員

手

当

の

内

訳

補 正 後

宿 日 直

手 当

夜 間 勤 務

手 当

管 理 職

手 当

期 末 勤 勉

手 当

定 時 制
通 信
教 育 手 当

産 業 教 育

手 当

補 正 前

区  　分 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当
特 殊 勤 務

手 当

時 間 外

勤 務 手 当
休 日 給

管 理 職 員
特 別 勤 務
手 当

比　  　較 ( 1 ) 7,696 △ 921 6,775 △ 832 5,943

補　正　前 ( 48 ) 96,276 19,855 116,131 19,549 135,680

共　済　費 合　　計 備　　　　　　考

（人） 報　　酬 給　　料 職 員 手 当 計

補　正　後 ( 49 ) 103,972 18,934 122,906

区  　　分

職　員　数 給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

18,717 141,623

議83-13



３　債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの支出額及び令和3年度以降の支出予定額等に関する調書
　　

（単位　千円）

　追　加

摘　要
その他

国民健康保険システム関係事業 25,000 令和4年度まで 25,000

国県支出金 市　債

25,000

事　　項 限　度　額 支 出 額 支 出 予 定 額 特　　定　　財　　源
一般財源

期　　間 金　　額 期　　間 金　　額

左　　の　　財　　源　　内　　訳令和2年度末までの 令 和 3 年 度 以 降 の

議83-14



議案第８４号  

 

   令和３年度尼崎市特別会計介護保険事業費補正予算  

   （第１号）  

 

令和３年度尼崎市の特別会計介護保険事業費補正予算（第１号）は、

次に定めるところによる。  

（歳入歳出予算の補正）  

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３７，８１５千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４６，５２０，３９１

千円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

 

  令和３年１２月７日提出  

  

尼崎市長 稲  村  和  美   

 

 

 

 

 

 

議84



第１表　　歳入歳出予算補正

　歳　　　入

60 繰 入 金 7,876,248 37,815 7,914,063

05 他会計繰入金 7,433,275 37,815 7,471,090

46,482,576 37,815 46,520,391

　歳　　　出

05 総 務 費 904,715 37,815 942,530

05 総 務 管 理 費 904,715 37,815 942,530

46,482,576 37,815 46,520,391

　

補正前の額

　

補正額

補正額

（単位　千円）

計

計款 項 補正前の額

歳  出  合　計

款 項

歳  入  合　計

議84-2



特 別 会 計

介 護 保 険 事 業 費 予 算 説 明 書

（ 補 正 １ 号 ）

議84-3



議84-4



議84-5



２ 給与費明細書

（単位　千円）

　(1) 一般職

（注）　（　）内には、短時間勤務職員または会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしている。

備　　　　　　考

（人） 報　　酬 給　　料 職 員 手 当 計

総 括

区  　　分

職　員　数 給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

共　済　費 合　　計

71,341 450,815

補　正　前 127,113 112,171 104,934 344,218

補　正　後 131,569 120,391 127,514 379,474

66,684 410,902

( 56 )

32

( 56 )

31

比　  　較 4,456 8,220 22,580 35,256 4,657 39,913
( - )

1

教 員 特 別

手 当

初任給調整

手 当
退 職 手 当

時 間 外

勤 務 手 当
休 日 給

管 理 職 員
特 別 勤 務
手 当

宿 日 直

手 当

夜 間 勤 務

手 当

管 理 職

手 当

職

員

手

当

の

内

訳

補 正 後 2,998 12,512 2,726

期 末 勤 勉

手 当

定 時 制
通 信
教 育 手 当

産 業 教 育

手 当
区  　分 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当

特 殊 勤 務

手 当

補 正 前 2,286 11,531 3,266 2,409 38 10,823

1,716 77,9282,767 26,828 39

比　　較 712 981 △ 540 358 △ 38

858 73,723

備　  　考

4,20516,005 39 858

議84-6



　ア 会計年度任用職員以外の職員

（注）　（　）内には、短時間勤務職員について外書きしている。

31

32

備　  　考

給　　料

120,391

112,171

8,220

職 員 手 当 計

101,972

79,251

22,721

222,363

191,422

30,941

特 殊 勤 務

手 当

時 間 外

勤 務 手 当

11,531

2,767

休 日 給

補　正　前

補　正　後

区  　　分

268,617

共　済　費 合　　計 備　　　　　　考

46,254

職　員　数 給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

（人）

48,040

1,716

夜 間 勤 務

手 当

管 理 職

手 当

期 末 勤 勉

手 当

教 員 特 別

手 当
退 職 手 当

管 理 職 員
特 別 勤 務
手 当

233,667

4,009

42,245

34,950

宿 日 直

手 当

初任給調整

手 当

52,386

定 時 制
通 信
教 育 手 当

産 業 教 育

手 当

8582,286

39

10,823

26,828

比　　較 858 4,346712 981 △ 540 △ 38 16,005358 39

区  　分

2,409

比　  　較

扶 養 手 当 地 域 手 当

職

員

手

当

の

住 居 手 当 通 勤 手 当

1

3,266 38

内

訳

補 正 前

補 正 後 2,998 12,512 2,726

議84-7



　イ 会計年度任用職員

（注）　（　）内には、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしている。

共　済　費 合　　計 備　　　　　　考

（人） 報　　酬 給　　料 職 員 手 当 計

補　正　後 ( 56 ) 131,569 25,542 157,111

区  　　分

職　員　数 給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

25,087 182,198

648 4,963

補　正　前 ( 56 ) 127,113 25,683 152,796 24,439 177,235

地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当
特 殊 勤 務

手 当

時 間 外

勤 務 手 当
休 日 給

管 理 職 員
特 別 勤 務
手 当

比　  　較 ( - ) 4,456 △ 141 4,315

退 職 手 当

職

員

手

当

の

内

訳

補 正 後

宿 日 直

手 当

夜 間 勤 務

手 当

管 理 職

手 当

期 末 勤 勉

手 当

定 時 制
通 信
教 育 手 当

産 業 教 育

手 当

補 正 前

区  　分 扶 養 手 当
教 員 特 別

手 当

初任給調整

手 当

25,542

備　  　考

△ 141比　　較

25,683

議84-8



一　般　会　計　・　特　別　会　計

給　与　費　明　細　書　の　説　明



１

増 減 額

（千円）

　   （在職職員数）   (その他)

人) 人) 人)

人 人 人

人) 人) 人)

人 人 人

人) 人) 人)

人 人 人

　

　時間外勤務手当

　その他

　(注）備考欄中職員数の異動状況における（　）内には、短時間勤務職員について外書きしている。

給料及び職員手当の増減額の明細

増　減　事　由　別　内　訳

一般会計及び特別会計給与費明細書の説明

備                      考

247,175 千円

( 69

33,638 千円

増　減

補正前
3,067

3,024

( △4

159 116

( △29 (  △33

△ 43

　職員数の異動状況

(65

(98

0

(   29

補正後
3,024

2,908

( 65

　     （計）

(  　0

△ 159

職員手当 280,813 職員数の変動等に伴う増減分 280,813

（千円）
区分 説 明

給　　料 82,251 82,251職員数の変動等に伴う増減分



 

 条 例 





議 85  

議案第８５号 

尼崎市立地域総合センターの設置及び管理に関する条例の一 

部を改正する条例について 

尼崎市立地域総合センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例を次のように制定する。 

  令和３年１２月７日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美 

   尼崎市立地域総合センターの設置及び管理に関する条例の一 

部を改正する条例 

 尼崎市立地域総合センターの設置及び管理に関する条例（昭和４６年

尼崎市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 第３条の表中「尼崎市立地域総合センター上ノ島本館」を「尼崎市立

地域総合センター上ノ島」に改め、同表尼崎市立地域総合センター上ノ

島分館の項を削る。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（尼崎市指定管理者選定委員会条例の一部改正） 

２  尼崎市指定管理者選定委員会条例（平成２５年尼崎市条例第５６

号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１第３項中「尼崎市立地域総合センター上ノ島本館及び尼崎

市立地域総合センター上ノ島分館」を「尼崎市立地域総合センター上

ノ島」に改め、同表備考中「第３項、」を削る。 

 

 

 

（説 明）  

  地域総合センター上ノ島の機能集約により本館を建て替え、分館を

廃止するため、条例改正が必要であることから、本案を提出する。 





議 86 

議案第８６号 

   尼崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 尼崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  令和３年１２月７日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

尼崎市国民健康保険条例（昭和３４年尼崎市条例第８号）の一部を次

のように改正する。  

第５条第１項中「４０４，０００円」を「４０８，０００円」に改め

る。  

第１０条中「第１９条の２」を「第１９条の２第１項又は第１９条の

２の２第１項」に改め、「ものとした」を削り、同条第１号エ中「第８

１条の２第４項」を「第８１条の２第５項」に改め、同号オ中「第８１

条の２第９項第２号」を「第８１条の２第１０項第２号」に改め、同条

第２号エ中「第７２条の３第１項」の次に「又は第７２条の３の２第１

項」を加える。  

第１５条の３中「及び第１９条の２第１項」を「、第１９条の２第１

項及び第１９条の２の２第１項」に改める。  

第１５条の３の２中「第１９条の２」を「第１９条の２第３項におい

て読み替えて準用する同条第１項又は第１９条の２の２第３項において

読み替えて準用する同条第１項」に改め、「ものとした」を削り、同条

第２号イ中「第７２条の３第１項」の次に「又は第７２条の３の２第１

項」を加える。  

第１５条の３の１０中「第１８条及び」を「第１８条、」に改め、

「同条第１項」の次に「及び第１９条の２の２第３項において読み替え

て準用する同条第１項」を加える。  

第１５条の４中「第１９条の２」を「第１９条の２第４項において読

み替えて準用する同条第１項」に改め、「ものとした」を削り、同条第

２号イ中「第７２条の３第１項」の次に「又は第７２条の３の２第１項」

を加える。  
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第１８条の見出しを「（賦課期日後の保険料の納付義務の発生等に伴

う保険料賦課額の算定）」に改め、同条第１項中「賦課期日後に」の次

に「保険料の」を加え、「発生し、又は一」を「発生し、一」に、「若

しくは一」を「一」に、「若しくは令」を「又は当該被保険者が令」に、

「（被保険者数」を「（当該被保険者数」に、「より被保険者数」を

「より当該被保険者数」に、「又は第１５条の５」を「若しくは第１５

条の５」に、「及び第１９条の２第１項各号」を「又は第１９条の２第

１項」に、「の規定により」を「において」に改め、「同じ。）」の次

に「若しくは第１９条の２の２第１項（同条第３項において読み替えて

準用する場合を含む。次項において同じ。）」を加え、「発生し、又は

被保険者数」を「発生した日、当該被保険者数」に、「おいては」を

「おいて」に、「に限り、その前日とする。）若しくは」を「は、その

前日）、当該被保険者が」に、「なくなった日若しくは」を「なくなっ

た日又は当該被保険者が」に改め、同条第２項中「賦課期日後に」の次

に「保険料の」を加え、「又は」を「若しくは」に、「及び第１９条の

２第１項各号」を「又は第１９条の２第１項若しくは第１９条の２の２

第１項」に改め、「の規定」を削り、「より」の次に「当該」を加える。  

第１９条の２の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（保険料の

減額賦課）」を付し、同条第１項第１号ア、同項第２号ア及び同項第３

号ア中「基準基礎賦課額」を「基礎賦課額の被保険者１人当たり」に改

め、同条第３項中「同項第２号」を「同号ア中「基礎賦課額」とあるの

は「後期高齢者支援金等賦課額」と、同項第２号」に改め、同条第４項

中「同項第２号」を「同号ア中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金

賦課額」と、同項第２号」に改め、同条の次に次の１条を加える。  

第１９条の２の２ ６歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である

被保険者（以下「未就学児」という。）が属する世帯に係る保険料の

納付義務者に対して課する当該保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、

第１号に掲げる額から、第２号に掲げる額に当該世帯に属する被保険

者のうち当該年度分の第１号に掲げる額の被保険者均等割額の算定の

対象とされる者（未就学児に限る。）の数を乗じて得た額（以下この
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条において「軽減額」という。）を減額して得た額（当該額が基礎賦

課限度額を超える場合は、当該基礎賦課限度額）とする。  

  当該年度分の第１１条又は第１４条の基礎賦課額（前条第１項の

規定の適用を受ける場合は、同項（次条又は付則第１９項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。）に規定する額）  

  当該年度分の基礎賦課額の被保険者１人当たりの被保険者均等割

額に１０分の５を乗じて得た額（当該額に１円未満の端数があると

きは、これを１円に切り上げる。）  

２ 市長は、軽減額を決定したときは、速やかに、当該軽減額その他必

要な事項を告示するものとする。  

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第１項中「基礎賦課額は」とあるのは「後期

高齢者支援金等賦課額は」と、「第１号」とあるのは「第３項におい

て読み替えて準用する第１号」と、「第２号」とあるのは「第３項に

おいて読み替えて準用する第２号」と、「基礎賦課限度額」とあるの

は「後期高齢者支援金等賦課限度額」と、同項第１号中「第１１条又

は第１４条の基礎賦課額（前条第１項」とあるのは「第１５条の３の

３又は第１５条の３の６の後期高齢者支援金等賦課額（前条第３項に

おいて読み替えて準用する同条第１項」と、「同項」とあるのは「同

条第３項において読み替えて準用する同条第１項」と、同項第２号中

「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と読み替え

るものとする。  

 第１９条の３中「前条第１項の」を「第１９条の２第１項（同条第３

項又は第４項において読み替えて準用する場合を含む。）の」に、「前

条第１項第１号」を「第１９条の２第１項第１号」に改める。  

   付 則  

（施行期日）  

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、第５条第１

項の改正規定は、同年１月１日から施行する。  

（経過措置）  
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２ この条例による改正後の尼崎市国民健康保険条例（以下「改正後の

条例」という。）第５条第１項の規定は、前項ただし書に規定する規

定の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日

前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。  

３ 改正後の条例第１９条の２の２第１項（同条第３項において読み替

えて準用する場合を含む。）の規定は、令和４年度以後の年度分の保

険料について適用し、令和３年度分までの保険料については、なお従

前の例による。 

 

 

 

（説 明） 

  全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部

を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（令和３

年政令第２５３号）の施行等に伴い、条例改正が必要であることから、

本案を提出する。 
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議案第８７号  

   尼崎市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正す  

る条例について  

 尼崎市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

次のように制定する。  

  令和３年１２月７日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正す  

   る条例  

 尼崎市立保育所の設置及び管理に関する条例（昭和２７年尼崎市条例

第４５号）の一部を次のように改正する。  

 別表尼崎市立北難波保育所の項中「尼崎市西難波町６丁目１２番１

号」を「尼崎市西難波町６丁目１４番２９号」に改め、同表尼崎市立元

浜保育所の項を削り、同表尼崎市立七松保育所の項中「尼崎市七松町２

丁目１４番１号」を「尼崎市西難波町６丁目１２番１号」に改め、同表

尼崎市立大西保育所の項中「尼崎市大西町１丁目１４番５号」を「尼崎

市栗山町２丁目２５番１８号」に改める。  

   付 則  

 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から

施行する。  

   別表尼崎市立北難波保育所の項の改正規定 令和４年１月４日  

   別表尼崎市立七松保育所の項の改正規定 令和４年１月１１日  

   別表尼崎市立元浜保育所の項を削る改正規定及び同表尼崎市立大

西保育所の項の改正規定 令和４年４月１日  

 

 

 

（説 明）  

尼崎市立北難波保育所、尼崎市立七松保育所及び尼崎市立大西保育

所の所在地を変更するため、また、尼崎市立元浜保育所を社会福祉法
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人へ移管するため、条例改正が必要であることから、本案を提出する。  



議 88 

議案第８８号 

尼崎市建築物等関係事務手数料条例の一部を改正する条例に   

ついて 

尼崎市建築物等関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のよう

に制定する。 

令和３年１２月７日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

尼崎市建築物等関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

尼崎市建築物等関係事務手数料条例（平成１２年尼崎市条例第３０

号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第５９号中「第３項」を「第５項」に改め、「基づく」

の次に「同条第１項に規定する」を加え、「ア、次号ア、第５９号の３、

第６０号、第６２号ア及び第６３号」を「以下この号から第６２号ま

で」に、「アからウまで及び次号」を「以下この号」に、「、第５９号

の２アからウまで、第５９号の３、第５９号の４ア及びイ並びに第６０

号」を「から第６３号まで」に、「、第６１号、第６１号の５及び第６

２号ア」を「から第６３号まで」に、「からウまでに」を「又はイに」

に改め、同号ア及びイを次のように改める。 

  ア 申請書に住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法

律第８１号。以下「住宅品質確保法」という。）第６条の２第５

項に規定する確認書又は住宅性能評価書（以下この号から第６１

号までにおいて「確認書等」という。）の写しが添付されている

場合 １件 １６，０００円 

  イ 申請書に確認書等の写しが添付されていない場合 １件 ５５，

０００円 

第２条第１項第５９号ウを削り、同項第５９号の２中「、第６０号、

第６１号の２から第６１号の４まで、第６１号の６、第６１号の７、第

６２号イ及び第６３号」を「から第６３号まで」に、「からウまで」を

「又はイ」に改め、同号ア中「適合証」を「確認書等」に、「住宅の存

する建築物（既に認定を受けている計画」を「計画に係る住宅の存する
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建築物（長期優良住宅法第９条第１項に規定する認定長期優良住宅建築

等 計 画 （ 以 下 こ の 号 か ら 第 ６ ０ 号 ま で に お い て 「 認 定 計 画 」 と い

う。）」に、「当該計画に係る」を「当該認定計画に係る住宅の存す

る」に、「以下ア及び第５９号の４ア」を「以下この号から第５９号の

４まで」に改め、「後続申請のあった」の次に「計画に係る」を加え、

「並びに第５９号の４ア及びイ」を「及び第５９号の４」に、「、前号

ア(ｱ)から(ｹ)まで」を「、次」に、「それぞれ前号ア(ｱ)」を「それぞ

れ(ｱ)」に、「その認定申請又は後続申請」を「これらの認定申請又は

後続申請のあった計画」に改め、「（第５９号の４ア及び第６２号イ

(ｱ)において「認定申請戸数」という。）」を削り、「第５９号の４ア、

第６０号、第６１号の２ア、第６１号の３、第６１号の４、第６１号の

６、第６１号の７、第６２号イ及び第６３号」を「第５９号の４から第

６３号まで」に改め、同号アに次のように加える。 

(ｱ) ２００平方メートル以内のもの １件 １６，０００円 

(ｲ) ２００平方メートルを超え５００平方メートル以内のもの 

 １件 ２８，０００円 

(ｳ) ５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のも

の １件 ４７，０００円 

(ｴ) １，０００平方メートルを超え３，０００平方メートル以内

のもの １件 ９０，０００円 

(ｵ) ３，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内

のもの １件 １３３，０００円 

(ｶ) ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以

内のもの １件 １９３，０００円 

(ｷ) １０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メートル

以内のもの １件 ３２６，０００円 

(ｸ) ２０，０００平方メートルを超え３０，０００平方メートル

以内のもの １件 ４０５，０００円 

(ｹ) ３０，０００平方メートルを超えるもの １件 ４８５，０

００円 
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第２条第１項第５９号の２イを削り、同号ウ中「適合証の写し及び設

計住宅性能評価書」を「確認書等」に、「住宅の」を「計画に係る住宅

の 」 に 、 「 前 号 ウ (ｱ )か ら ( ｹ )ま で 」 を 「 次 」 に 、 「 同 号 ウ (ｱ )」 を

「(ｱ)」に改め、同号ウに次のように加える。 

(ｱ) ２００平方メートル以内のもの １件 ５５，０００円 

(ｲ) ２００平方メートルを超え５００平方メートル以内のもの 

 １件 １２６，０００円 

(ｳ) ５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のも

の １件 ２０３，０００円 

(ｴ) １，０００平方メートルを超え３，０００平方メートル以内

のもの １件 ４１１，０００円 

(ｵ) ３，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内

のもの １件 ７２０，０００円 

(ｶ) ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以

内のもの １件 １，２２４，０００円 

(ｷ) １０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メートル

以内のもの １件 ２，２６０，０００円 

(ｸ) ２０，０００平方メートルを超え３０，０００平方メートル

以内のもの １件 ３，２１６，０００円 

(ｹ) ３０，０００平方メートルを超えるもの １件 ３，９６１，

０００円 

第２条第１項第５９号の２ウを同号イとし、同項第５９号の３中「既

に認定を受けている計画」を「認定計画」に、「新築計画」を「認定新

築計画」に改め、同号ア及びイを次のように改める。 

  ア 申請書に確認書等の写しが添付されている場合 １件 ２１，

０００円 

  イ 申請書に確認書等の写しが添付されていない場合 １件 ７２，

０００円 

第２条第１項第５９号の４中「既に認定を受けている新築計画」を

「認定新築計画」に改め、同号ア中「適合証」を「確認書等」に、「住
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宅」を「計画に係る住宅」に、「前号ア(ｱ)から(ｹ)まで」を「次」に、

「同号ア(ｱ)」を「(ｱ)」に、「その認定申請戸数」を「これらの認定申

請又は後続申請のあった計画に係る住宅の戸数の合計」に改め、同号ア

に次のように加える。 

(ｱ) ２００平方メートル以内のもの １件 ２１，０００円 

(ｲ) ２００平方メートルを超え５００平方メートル以内のもの 

 １件 ３７，０００円 

(ｳ) ５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のも

の １件 ６１，０００円 

(ｴ) １，０００平方メートルを超え３，０００平方メートル以内

のもの １件 １１４，０００円 

(ｵ) ３，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内

のもの １件 １７１，０００円 

(ｶ) ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以

内のもの １件 ２５１，０００円 

(ｷ) １０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メートル

以内のもの １件 ４２５，０００円 

(ｸ) ２０，０００平方メートルを超え３０，０００平方メートル

以内のもの １件 ５３０，０００円 

(ｹ) ３０，０００平方メートルを超えるもの １件 ６２７，０

００円 

第２条第１項第５９号の４イ中「適合証」を「確認書等」に、「住

宅」を「計画に係る住宅」に、「前号イ(ｱ)から(ｹ)まで」を「次」に、

「同号イ(ｱ)」を「(ｱ)」に改め、同号イに次のように加える。 

(ｱ) ２００平方メートル以内のもの １件 ７２，０００円 

(ｲ) ２００平方メートルを超え５００平方メートル以内のもの 

 １件 １６８，０００円 

(ｳ) ５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のも

の １件 ２６９，０００円 

(ｴ) １，０００平方メートルを超え３，０００平方メートル以内
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のもの １件 ５４２，０００円 

(ｵ) ３，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内

のもの １件 ９５５，０００円 

(ｶ) ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以

内のもの １件 １，６２８，０００円 

(ｷ) １０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メートル

以内のもの １件 ３，００８，０００円 

(ｸ) ２０，０００平方メートルを超え３０，０００平方メートル

以内のもの １件 ４，２８４，０００円 

(ｹ) ３０，０００平方メートルを超えるもの １件 ５，２７０，

０００円 

第２条第１項第６０号から第６１号の７までを次のように改める。 

(60) 長期優良住宅法第８条第２項において準用する長期優良住宅法第

５条第１項から第５項までの規定に基づく認定計画の変更（以下こ

の号から第６３号までにおいて「計画変更」という。）の認定の申

請（長期優良住宅法第９条第１項又は第３項に規定する場合におけ

るものを除く。以下この号から第６１号の７までにおいて「変更認

定申請」という。）に対する審査（認定新築計画に係るものに限り、

次号から第６１号の３までのいずれかに該当するものを除く。） 

次に掲げる区分に応じ、それぞれア又はイに定める額 

 ア 当該変更認定申請のあった計画変更が一戸建ての住宅等に係る

ものである場合 １件 ９，１００円 

 イ 当該変更認定申請のあった計画変更が複数住戸共同住宅等に係

るものである場合 当該複数住戸共同住宅等の存する建築物の当

該計画変更に係る部分の全体について、次に掲げる床面積の合計

の区分に応じ、それぞれ(ｱ)から(ｹ)までに定める額（同時に複数

の変更認定申請があった場合は、当該額をこれらの変更認定申請

のあった計画変更に係る住宅の戸数の合計で除して得た額） 

(ｱ) ２００平方メートル以内のもの １件 ９，１００円 

(ｲ) ２００平方メートルを超え５００平方メートル以内のもの 
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 １件 １７，０００円 

(ｳ) ５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のも

の １件 ３０，０００円 

(ｴ) １，０００平方メートルを超え３，０００平方メートル以内

のもの １件 ５５，０００円 

(ｵ) ３，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内

のもの １件 ８６，０００円 

(ｶ) ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以

内のもの １件 １３５，０００円 

(ｷ) １０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メートル

以内のもの １件 ２２１，０００円 

(ｸ) ２０，０００平方メートルを超え３０，０００平方メートル

以内のもの １件 ２６５，０００円 

(ｹ) ３０，０００平方メートルを超えるもの １件 ３１０，０

００円 

(61) 変更認定申請（申請書にその計画変更に係る住宅に係る確認書等

の写しが添付されているものを除く。次号から第６１号の６までに

おいて「特定変更認定申請」という。）に対する審査で、その計画

変更が長期優良住宅法第６条第１項第１号に掲げる基準（次号から

第６１号の６までにおいて「１号基準」という。）に適合するかど

うかを判定するもの（一戸建ての住宅等（認定新築計画に係るもの

に限る。）に係るものに限る。） 前号アに定める額に１件につき

３８，０００円を加えて得た額 

(61)の２ 特定変更認定申請に対する審査で、その計画変更が１号基準

に適合するかどうかを判定するもの（複数住戸共同住宅等（認定新

築計画に係るものに限る。）に係るものに限る。） 第６０号イに

定める額に、当該複数住戸共同住宅等の存する建築物の当該計画変

更に係る部分の全体について次に掲げる床面積の合計の区分に応じ

それぞれアからケまでに定める額（同時に複数の特定変更認定申請

があった場合は、当該額をこれらの特定変更認定申請のあった計画
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変更に係る住宅の戸数の合計で除して得た額）を加えて得た額 

ア ２００平方メートル以内のもの １件 ３８，０００円 

  イ ２００平方メートルを超え５００平方メートル以内のもの １

件 ９８，０００円 

  ウ ５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のもの 

 １件 １５６，０００円 

  エ １，０００平方メートルを超え３，０００平方メートル以内の

もの １件 ３２０，０００円 

  オ ３，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内の

もの １件 ５８７，０００円 

  カ ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内

のもの １件 １，０３１，０００円 

  キ １０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メートル以

内のもの １件 １，９３４，０００円 

  ク ２０，０００平方メートルを超え３０，０００平方メートル以

内のもの １件 ２，８１１，０００円 

  ケ ３０，０００平方メートルを超えるもの １件 ３，４７７，

０００円 

(61)の３ 変更認定申請に対する審査で、その計画変更が長期優良住宅

法第６条第１項第２号、第５号又は第６号に掲げる基準（第６１号

の７において「２号等基準」という。）に適合するかどうかを判定

するもの（認定新築計画に係るものに限る。） 第６０号に定める

額に、次に掲げる区分に応じそれぞれア又はイに定める額を加えて

得た額 

 ア 当該変更認定申請のあった計画変更が一戸建ての住宅等に係る

ものである場合 １件 ７，０００円 

 イ 当該変更認定申請のあった計画変更が複数住戸共同住宅等に係

るものである場合 当該複数住戸共同住宅等の存する建築物の当

該計画変更に係る部分の全体について、次に掲げる床面積の合計

の区分に応じ、それぞれ(ｱ)から(ｹ)までに定める額（同時に複数
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の変更認定申請があった場合は、当該額をこれらの変更認定申請

のあった計画変更に係る住宅の戸数の合計で除して得た額） 

(ｱ) ２００平方メートル以内のもの １件 ７，０００円 

(ｲ) ２００平方メートルを超え５００平方メートル以内のもの 

 １件 １２，０００円 

(ｳ) ５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のも

の １件 １７，０００円 

(ｴ) １，０００平方メートルを超え３，０００平方メートル以内

のもの １件 ３５，０００円 

(ｵ) ３，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内

のもの １件 ４７，０００円 

(ｶ) ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以

内のもの １件 ５８，０００円 

(ｷ) １０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メートル

以内のもの １件 １０５，０００円 

(ｸ) ２０，０００平方メートルを超え３０，０００平方メートル

以内のもの １件 １４０，０００円 

(ｹ) ３０，０００平方メートルを超えるもの １件 １７５，０

００円 

(61)の４ 変更認定申請に対する審査（認定新築計画に係るもの及び次

号から第６１号の７までのいずれかに該当するものを除く。） 次

に掲げる区分に応じ、それぞれア又はイに定める額 

 ア 当該変更認定申請のあった計画変更が一戸建ての住宅等に係る

ものである場合 １件 １１，０００円 

 イ 当該変更認定申請のあった計画変更が複数住戸共同住宅等に係

るものである場合 当該複数住戸共同住宅等の存する建築物の当

該計画変更に係る部分の全体について、次に掲げる床面積の合計

の区分に応じ、それぞれ(ｱ)から(ｹ)までに定める額（同時に複数

の変更認定申請があった場合は、当該額をこれらの変更認定申請

のあった計画変更に係る住宅の戸数の合計で除して得た額） 



 

議 88-9 

(ｱ) ２００平方メートル以内のもの １件 １１，０００円 

(ｲ) ２００平方メートルを超え５００平方メートル以内のもの 

 １件 ２１，０００円 

(ｳ) ５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のも

の １件 ３８，０００円 

(ｴ) １，０００平方メートルを超え３，０００平方メートル以内

のもの １件 ６７，０００円 

(ｵ) ３，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内

のもの １件 １０９，０００円 

(ｶ) ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以

内のもの １件 １７３，０００円 

(ｷ) １０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メートル

以内のもの １件 ２８５，０００円 

(ｸ) ２０，０００平方メートルを超え３０，０００平方メートル

以内のもの １件 ３４３，０００円 

(ｹ) ３０，０００平方メートルを超えるもの １件 ３９３，０

００円 

(61)の５ 特定変更認定申請に対する審査で、その計画変更が１号基

準に適合するかどうかを判定するもの（一戸建ての住宅等（認定新

築計画に係るものを除く。）に係るものに限る。） 前号アに定め

る額に１件につき５１，０００円を加えて得た額 

(61)の６ 特定変更認定申請に対する審査で、その計画変更が１号基

準に適合するかどうかを判定するもの（複数住戸共同住宅等（認定

新築計画に係るものを除く。）に係るものに限る。） 第６１号の

４イに定める額に、当該複数住戸共同住宅等の存する建築物の当該

計画変更に係る部分の全体について次に掲げる床面積の合計の区分

に応じそれぞれアからケまでに定める額（同時に複数の特定変更認

定申請があった場合は、当該額をこれらの特定変更認定申請のあっ

た計画変更に係る住宅の戸数の合計で除して得た額）を加えて得た

額 
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ア ２００平方メートル以内のもの １件 ５１，０００円 

  イ ２００平方メートルを超え５００平方メートル以内のもの １

件 １３１，０００円 

  ウ ５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のもの 

 １件 ２０８，０００円 

  エ １，０００平方メートルを超え３，０００平方メートル以内の

もの １件 ４２８，０００円 

  オ ３，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内の

もの １件 ７８４，０００円 

  カ ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内

のもの １件 １，３７７，０００円 

  キ １０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メートル以

内のもの １件 ２，５８３，０００円 

  ク ２０，０００平方メートルを超え３０，０００平方メートル以

内のもの １件 ３，７５４，０００円 

  ケ ３０，０００平方メートルを超えるもの １件 ４，６４４，

０００円 

(61)の７ 変更認定申請に対する審査で、その計画変更が２号等基準に

適合するかどうかを判定するもの（認定新築計画に係るものを除

く。） 第６１号の４に定める額に、次に掲げる区分に応じそれぞ

れア又はイに定める額を加えて得た額 

 ア 当該変更認定申請のあった計画変更が一戸建ての住宅等に係る

ものである場合 １件 ９，３００円 

 イ 当該変更認定申請のあった計画変更が複数住戸共同住宅等に係

るものである場合 当該複数住戸共同住宅等の存する建築物の当

該計画変更に係る部分の全体について、次に掲げる床面積の合計

の区分に応じ、それぞれ(ｱ)から(ｹ)までに定める額（同時に複数

の変更認定申請があった場合は、当該額をこれらの変更認定申請

のあった計画変更に係る住宅の戸数の合計で除して得た額） 

(ｱ) ２００平方メートル以内のもの １件 ９，３００円 
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(ｲ) ２００平方メートルを超え５００平方メートル以内のもの 

 １件 １６，０００円 

(ｳ) ５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のも

の １件 ２３，０００円 

(ｴ) １，０００平方メートルを超え３，０００平方メートル以内

のもの １件 ４７，０００円 

(ｵ) ３，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内

のもの １件 ６２，０００円 

(ｶ) ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以

内のもの １件 ７８，０００円 

(ｷ) １０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メートル

以内のもの １件 １４０，０００円 

(ｸ) ２０，０００平方メートルを超え３０，０００平方メートル

以内のもの １件 １８７，０００円 

(ｹ) ３０，０００平方メートルを超えるもの １件 ２３４，０

００円 

第２条第１項第６２号ア中「一戸建ての住宅等」の前に「当該申出の

あった計画又は計画変更が」を加え、「第６０号」を「第６０号ア」に、

「から第６１号の５まで又は前号」を「（同号アに係る部分に限る。）、

第 ６ １ 号 の ４ ア 、 第 ６ １ 号 の ５ 又 は 前 号 （ 同 号 ア に 係 る 部 分 に 限

る。）」に、「申出のあった計画」を「計画又は計画変更」に、「加算

して」を「加えて」に改め、同号イ中「複数住戸共同住宅等」の前に

「当該申出のあった計画又は計画変更が」を加え、「第６０号」を「第

６０号イ」に、「から第６１号の４まで」を「、第６１号の３（同号イ

に係る部分に限る。）、第６１号の４イ」に、「前号」を「前号（同号

イに係る部分に限る。）」に、「加算して」を「加えて」に改め、同号

イ(ｱ)中「認定申請戸数」を「当該申出のあった計画に係る住宅の戸数

の合計」に改め、同号イ(ｲ)中「変更認定申請戸数」を「当該申出のあ

った計画変更に係る住宅の戸数の合計」に改め、同項第６３号を次のよ

うに改める。 
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(63) 長期優良住宅法第８条第２項において準用する長期優良住宅法第

５条第１項から第５項までの規定に基づく計画変更の認定の申請

（長期優良住宅法第９条第１項又は第３項に規定する場合における

ものに限る。以下この号において「変更認定申請」という。）に対

する審査 次に掲げる区分に応じ、それぞれア又はイに定める額 

 ア 当該変更認定申請のあった計画変更が一戸建ての住宅等に係る

ものである場合 １件 １６，０００円 

 イ 当該変更認定申請のあった計画変更が複数住戸共同住宅等に係

るものである場合 当該複数住戸共同住宅等の存する建築物の当

該計画変更に係る部分の全体について、次に掲げる床面積の合計

の区分に応じ、それぞれ(ｱ)から(ｹ)までに定める額（同時に複数

の変更認定申請があった場合は、当該額をこれらの変更認定申請

のあった計画変更に係る住宅の戸数の合計で除して得た額） 

(ｱ) ２００平方メートル以内のもの １件 １６，０００円 

(ｲ) ２００平方メートルを超え５００平方メートル以内のもの 

 １件 ２８，０００円 

(ｳ) ５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のも

の １件 ４７，０００円 

(ｴ) １，０００平方メートルを超え３，０００平方メートル以内

のもの １件 ９０，０００円 

(ｵ) ３，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内

のもの １件 １３３，０００円 

(ｶ) ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以

内のもの １件 １９３，０００円 

(ｷ) １０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メートル

以内のもの １件 ３２６，０００円 

(ｸ) ２０，０００平方メートルを超え３０，０００平方メートル

以内のもの １件 ４０５，０００円 

(ｹ) ３０，０００平方メートルを超えるもの １件 ４８５，０

００円 



 

議 88-13 

第２条第１項第６４号中「基づく認定計画実施者の」を「よる同条に

規定する認定に基づく」に改め、同項第６７号の２中「申請書に」の次

に「住宅品質確保法第６条第１項に規定する」を加える。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年２月２０日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の尼崎市建築物等関係事務手数料条例第２条

第１項第５９号から第６３号までの規定は、この条例の施行の日以後

の請求に係る手数料について適用し、同日前の請求に係る手数料につ

いては、なお従前の例による。 

 

 

 

（説 明） 

  住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の

普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律（令和３年法律第４

８号）の制定等に伴い、条例改正が必要であることから、本案を提出

する。  

 





 

 その他 





議 89 

議案第８９号 

工事請負契約について 

本庁舎中館受変電設備改修工事請負契約を次のとおり締結するため、

議決を求める。 

令和３年１２月７日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美 

１ 契約の目的  本庁舎中館受変電設備改修工事請負のため 

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市東七松町１丁目２３番１号 

工事概要 電気設備工事 

３ 契約の方法  一般競争入札 

４ 契約の金額  ３１３，７２０，０００円 

５ 契約の相手方 尼崎市武庫之荘６丁目２４番１６号 

不二電気工事株式会社 

代表取締役 藤 田 文 基 

 

 

 

（説 明） 

本庁舎中館受変電設備改修工事を施行するため、尼崎市議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分を定める条例第２条の規定

により、本案を提出する。 



議 89-2 

（参 考） 

工事概要 

種 別 内               容 

電 気 

電気設備工事 

電灯設備工事               一式 

動力設備工事               一式 

受変電設備工事              一式 

電力貯蔵設備工事             一式 

その他付帯設備工事            一式 

 











議 91 

議案第９１号 

   指定管理者の指定について 

 尼崎市立すこやかプラザの指定管理者を次のとおり指定するため、議

決を求める。 

  令和３年１２月７日提出 

尼崎市長  稲  村  和  美   

１ 施設の名称  尼崎市立すこやかプラザ 

２ 施設の位置  尼崎市七松町１丁目３番１－５０２号 

３ 指定管理者  尼崎市南武庫之荘１丁目１８番１１－１０２号 

          特定非営利活動法人子どものみらい尼崎 

           理事 濱 田 格 子 

４ 指定期間   令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

 

 

（説 明） 

  尼崎市立すこやかプラザの指定管理者を指定するため、地方自治法

第２４４条の２第６項の規定により、本案を提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 





議 92 

議案第９２号 

   指定管理者の指定について 

 尼崎市立美方高原自然の家の指定管理者を次のとおり指定するため、

議決を求める。 

  令和３年１２月７日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美 

１ 施設の名称  尼崎市立美方高原自然の家 

２ 施設の位置  兵庫県美方郡香美町小代区新屋１４３２番地の３５ 

３ 指定管理者  東京都荒川区西日暮里５丁目３８番５号 

          公益財団法人日本アウトワード・バウンド協会 

           代表理事 飯 田 稔 

４ 指定期間   令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

 

 

（説 明） 

  尼崎市立美方高原自然の家の指定管理者を指定するため、地方自治

法第２４４条の２第６項の規定により、本案を提出する。 

 





議 93 

議案第９３号 

指定管理者の指定について 

尼崎市立青少年いこいの家の指定管理者を次のとおり指定するため、

議決を求める。 

令和３年１２月７日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 施設の名称  尼崎市立青少年いこいの家 

２ 施設の位置  兵庫県川辺郡猪名川町万善字東山６番地の１ 

３ 指定管理者  尼崎市スポーツ振興事業団・イオンディライト共同

体 

         代表者 

尼崎市西長洲町１丁目４番１号 

公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団 

代表理事 福 井 進 

４ 指定期間   令和４年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 

 

 

（説 明） 

尼崎市立青少年いこいの家の指定管理者を指定するため、地方自治

法第２４４条の２第６項の規定により、本案を提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議 93-2 

（参 考） 

  指定管理者の構成団体 

指定管理者 尼崎市スポーツ振興事業団・イオンディライト共同

体 

代表者 

尼崎市西長洲町１丁目４番１号 

 公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団 

代表理事 福井 進 

構成員 

大阪市中央区南船場２丁目３番２号 

 イオンディライト株式会社 

代表取締役 濱田 和成 

 

 

 











議 95   

議案第９５号 

市道路線の認定、廃止、一部廃止及び変更について 

市道路線を次のとおり認定、廃止、一部廃止及び変更するため、議決 

を求める。 

令和３年１２月７日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 認定しようとする路線 

路    線    名 
起     点 

終     点 

市 道 第 ８ ８ ２ 号 線 
西川 1 丁目５４ 

西川 1 丁目９７ 

市 道 第 ８ ８ ３ 号 線 
富松町２丁目１３５１－２ 

富松町２丁目１３５２－１ 

市 道 第 ８ ８ ４ 号 線 
南塚口町７丁目７０ 

南塚口町７丁目６８ 

市 道 第 ８ ８ ５ 号 線 
南塚口町８丁目１０４８ 

南塚口町８丁目１０２４ 

２ 廃止しようとする路線 

路    線    名 
起     点 

終     点 

塚 口 第 １ ５ 号 ４ 町 目 線 
塚口町１丁目９－７ 

塚口町１丁目３３－１１ 

東富松第１０号屋敷辰巳台線１号枝線 
富松町１丁目５８４－２ 

富松町１丁目５８５－１８ 

貝 原 線 ２ 号 枝 線 
上ノ島町１丁目８５５ 

上ノ島町１丁目８５５ 

武庫之荘南部区画第１５８号線 
上ノ島町１丁目８７４ 

上ノ島町１丁目８７３ 



議 95-2 

 

尾 浜 区 画 第 １ ８ 号 線 
南塚口町５丁目８０２－２ 

南塚口町５丁目１５７－２ 

富 松 １ １ 号 線 
塚口町６丁目１４－９ 

塚口町６丁目９－７ 

高 松 地 元 線 ９ 号 枝 線 
南塚口町７丁目３２５ 

南塚口町８丁目８７８ 

塚 口 西 区 画 第 ２ ４ 号 線 
南塚口町８丁目６５６ 

南塚口町８丁目８７８ 

垣 ノ 内 線 １ 号 枝 線 
水堂町１丁目１７１－１ 

水堂町１丁目１７１－１ 

水 堂 小 路 線 ３ 号 枝 線 
西立花町２丁目２５６ 

西立花町２丁目２５７ 

東 富 松 フ ケ 宮 東 線 
富松町１丁目８９０－２７ 

富松町２丁目１３６３－１１ 

武庫之荘南部区画第１６９号線 
水堂町１丁目６０－１１ 

水堂町１丁目６０－１０ 

 

３ 一部廃止しようとする路線 

路    線    名 廃     止     区     間 

塚口第５号御願塚線２号枝線 
塚口本町２丁目４２５－１ 

塚口本町２丁目４２３－２３ 

塚口第１２号村内南線２号枝線 
塚口本町１丁目９０１－１ 

塚口本町１丁目８９７－１ 

塚口第１２号村内南線１０号枝線 
塚口本町１丁目９０６－１ 

塚口本町１丁目９１１－１９ 

塚口第１４号池尻高松線 
塚口町３丁目１２－２１ 

南塚口町８丁目４９７ 



議 95-3 

 

４ 変更しようとする路線 

路    線    名 
起     点 

終     点 

栗 山 上 ノ 島 線 

旧 
南塚口町８丁目１２６－１ 

南塚口町８丁目１２２８ 

新 
南塚口町１丁目３２７－３ 

上ノ島町１丁目７９４ 

 

 

北 ケ 市 冬 原 線 
富松町１丁目６１５－１１ 

上ノ島町１丁目６２ 

上ノ島第２号高松地元線 
南塚口町１丁目３２７－３ 

南塚口町８丁目１３４ 

上ノ島第２号高松地元線 
南塚口町８丁目６５６ 

上ノ島町１丁目７９４ 

高 松 地 元 線 ８ 号 枝 線 
南塚口町７丁目３１１－１ 

栗山町２丁目９５ 

大 西 村 内 線 １ 号 枝 線 
大西町２丁目２３３－５ 

大西町１丁目２３５ 

橘 区 画 第 ５ ０ 号 線 
西立花町１丁目１８４ 

西立花町１丁目２００ 

今 北 水 堂 線 
西立花町２丁目３９１ 

西立花町２丁目２５７ 

水 堂 今 北 線 
西立花町２丁目３９１ 

西立花町２丁目３９１－３ 

塚口西区画第１７号線 
南塚口町８丁目９２３－３ 

南塚口町８丁目７０３－１ 



議 95-4 

（説 明） 

尼崎市立学校給食センター整備に伴う路線 

・認 定 路 線 ： 市道第８８２号線 

未認定路線及び重複区間の見直し調査により抽出した路線 

・認 定 路 線 ： 市道第８８３号線 

              市道第８８４号線 

              市道第８８５号線 

   ・廃 止 路 線 ： 塚口第１５号４町目線 

東富松第１０号屋敷辰巳台線１号枝線 

貝原線２号枝線 

武庫之荘南部区画第１５８号線 

尾浜区画第１８号線 

富松１１号線 

高松地元線９号枝線 

塚口西区画第２４号線 

垣ノ内線１号枝線 

水堂小路線３号枝線 

東富松フケ宮東線 

武庫之荘南部区画第１６９号線 

・一 部 廃 止 路 線 ： 塚口第５号御願塚線２号枝線 

塚口第１２号村内南線２号枝線 

塚口第１２号村内南線１０号枝線 

塚口第１４号池尻高松線 

北ケ市冬原線 

上ノ島第２号高松地元線 

高松地元線８号枝線 

大西村内線１号枝線 

橘区画第５０号線 

今北水堂線 

水堂今北線 



議 95-5 

塚口西区画第１７号線 

・変 更 路 線 ： 栗山上ノ島線 

 

  以上の路線を認定、廃止、一部廃止及び変更するため、道路法第８

条第２項（同法第１０条第３項の規定において準用する場合を含む。）

の規定により、本案を提出する。 





議 96 

議案第９６号 

   指定管理者の指定について 

 橘公園、小田南公園、西向島公園及び猪名川公園並びに尼崎市立魚つ

り公園（軟式野球場及び多目的運動広場に限る。）の指定管理者を次の

とおり指定するため、議決を求める。 

  令和３年１２月７日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 施設の名称及び位置  

  橘 公 園 尼崎市東七松町１丁目  

  小田南公園 尼崎市杭瀬南新町３丁目  

  西向島公園 尼崎市西向島町  

  猪名川公園 尼崎市椎堂１丁目及び豊中市利倉西１丁目  

  魚つり公園（軟式野球場及び多目的運動広場に限る。） 尼崎市

平左衛門町  

２ 指定管理者  パークマネジメント尼崎  

         代表者  

大阪市西区江戸堀１丁目８番１４号  

株式会社日比谷アメニス大阪支店  

支店長 藤 原 圭 介  

３ 指定期間   令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで  

 

 

 

（説 明） 

  橘公園、小田南公園、西向島公園及び猪名川公園並びに尼崎市立魚

つり公園（軟式野球場及び多目的運動広場に限る。）の指定管理者を

指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、本案

を提出する。 

 

 



 議 96-2

（参 考）  

  指定管理者の構成団体  

指定管理者 パークマネジメント尼崎  

代表者  

大阪市西区江戸堀１丁目８番１４号  

 株式会社日比谷アメニス大阪支店  

支店長 藤原 圭介  

構成員  

大阪市北区梅田１丁目２番２－１２００号  

 株式会社ハウスビルシステム  

代表取締役 坂下 芳史  

 

 



議 97 

議案第９７号 

   負担付きの寄附の受納について 

 負担付きの寄附を次のとおり受納することについて、議決を求める。 

  令和３年１２月７日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 寄附の目的 

  小田南公園において、公園施設の更新によるスポーツ文化の振興、

市民の健康増進、地域経済の活性化等に寄与するため。 

 

２ 寄附を受ける物件 

  小田南公園において寄附者が小田南公園整備事業により整備する

公園施設及び附属物一式 

所在 種類 構造等 予定数量 

尼崎市

杭瀬南

新町３

丁目１

５外８

筆 

硬式野球場 

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造

一部鉄骨造、地上３階

建 

約２１，０００㎡ 

軟式野球場 
鉄筋コンクリート造、

地上２階建 
約１０，０００㎡ 

硬式野球練習場 － 約６，０００㎡ 

駐車場 － 約６０台 

その他公園施設

一式 

園路、広場、植栽、ベ

ンチ等 
－ 

附属物一式 
各施設に附属する備

品類等 
－ 

 

３ 寄附者 

大阪市福島区海老江１丁目１番２４号 

   阪神電気鉄道株式会社 

    代表取締役 秦 雅 夫 



議 97-2 

 

４ 負担の内容 

  寄附物件の都市公園としての供用を開始した日から４０年を経過

する日まで、寄附者又は株式会社阪神タイガース（以下「寄附者等」

という。）に対して、次の各号に掲げる措置を講ずること。 

   寄附者に対して営業権（寄附物件に関する入場券販売等の運営や

維持管理を行う権利、飲食・物品販売や広告販売等の収入を得る権

利、寄附物件を無償で使用する権利）を付与し、当該営業権を十分

に行使することができるようにすること。 

  寄附物件のうち、硬式野球場及び硬式野球練習場については、寄

附者等が指定する日を除き、寄附者等による専用使用を認めること。 

  寄附者等が使用する「室内練習場」、「選手寮・クラブハウス」、「附

属駐車場」等の敷地の用に供するため、小田南公園未供用地（尼崎

市杭瀬南新町３丁目５６番２外９筆）の土地の一部を寄附者等に使

用させること。 

  寄附物件の維持管理費の一部に充てるため、令和３年度時点の小

田南公園の維持管理費相当額を寄附者に支払うこと。 

  小田南公園未供用地（尼崎市杭瀬南新町３丁目５６番２外９筆）

の土地使用料相当額並びに寄附者等が小田南公園に関して負担す

る固定資産税、都市計画税及び事業所税相当額の範囲内において、

補助金等により寄附者に対して支援すること。 

 

 

 

（説 明） 

地方自治法第９６条第１項第９号の規定により、本案を提出する。 




